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巻 頭 言

本報告書は、宮崎県日向市の公衆浴場において平成14年７月に発生した

レジオネラ症の集団感染事例について、発生の第一報から、発生施設の営

業再開までをとりまとめたものです。

この集団感染は、最終的には疑い患者を含めると295名の利用者に健康

被害を与え、うち７名の方が亡くなられるという国内でも、例を見ないレ

ジオネラ症集団感染事例となりました。

平成14年７月18日に日向市内の医療機関からレジオネラ症疑い患者の報

告を受け、県では、直ちに当該施設の営業者である日向市に対する情報提

供、医療機関へ疑い患者喀痰の採取と保管の指示等を行うとともに、翌19

日には施設に対し、営業自粛を要請し、浴槽水のレジオネラ属菌検査を実

施いたしました。

被害の拡大防止を目的としたこれら一連の初動対策を実施すると同時

に、7月26日に感染症対策を所管する保健薬務課、公衆浴場を所管する

衛生管理課、管轄の日向保健所、衛生環境研究所、細菌学及び公衆衛生学

「 」 、の専門家で構成する 宮崎県福祉保健部レジオネラ症対策本部 を設置し

汚染原因、疫学的な調査、類似施設に対する発生防止策及び発生施設の衛

生管理面での改善指導等について調査・検討を行い、対策を講じて参りま

した。

そして、すべての衛生管理体制が整ったことを対策本部において確認し

、 。 、た後 平成15年10月23日に営業停止を解除いたしました 営業停止期間は

450日間と長期間に渡りました。

この間、日向保健所を中心に、レジオネラ属菌の汚染防止策を検討し、

施設に対して、貯湯槽から配管、ろ過装置、塩素消毒装置、浴槽構造など

設備の徹底した改善と、それらを適切に管理するための衛生管理マニュア

ル作成について助言・指導して参りました。



特に、衛生管理マニュアルについては、食品工場等で採用されているＨ

ＡＣＣＰの概念を導入し、管理を行うすべての人が衛生管理の重要性を理

解してもらうと同時に、実効性のあるマニュアルとなるよう指導いたしま

した。

これら、ハード、ソフトの両面が整備された後、１箇月に渡る試験運転

の実施により安全性の検証を行い、営業再開しても問題のないことを確認

したうえで、営業停止の解除を行いました。

入浴施設におけるレジオネラ属菌による汚染は、設備や施設の衛生管理

とそれらを管理する人の意識の持ち方によって十分防止できるものです。

県でも、レジオネラ症の発生を防止するため、保健所を中心に公衆浴場

等関係施設の指導を行い、衛生管理体制の確保に努めているところです。

この報告書が、入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止に携わる関係

者の参考となり、感染防止対策の一助となれば幸いです。

最後に、今回の事例において、亡くなられた方、健康被害を被られた皆

様に深く哀悼とお見舞いを申し上げますとともに 「宮崎県福祉保健部レ、

ジオネラ症対策本部」に業務多忙の中、御参加いただき、貴重な御提言を

いただきました宮崎大学医学部の加藤貴彦教授、林哲也教授をはじめ関係

者の皆様に心から感謝申し上げます。

平成16年２月

宮崎県福祉保健部長 日 髙 幸 平
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